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 2019 年 10 月から消費税が 10％に引き上がりますが、所得や障害の有無にかかわらず、あらゆる

人に同じく負担増が押し寄せてきます。そのような影響（国民の反発）を少しでもやわらげるために、 

「年金生活者支援給付金制度」が支給されます。この制度は、低年金者を対象にしていて、障害基礎

年金受給者に対しても給付されます。ここでは、障害年金受給者への「障害年金生活者支援給付金」

について概要と申請方法をお知らせします。 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

◆支給要件…障害基礎年金受給者 

前年の所得が「4,621,000 円 + 扶養親族の数×38 万円」以下 

  （これから申請する人も対象になります） 

◆給付額  …障害等級２級：月額５，０００円  １級：月額６，２６０円 

              ※障害年金を受給しているあいだは支給要件を満たしていれば恒久的にもらえます 

              ※毎年度、物価の変動により金額の改定があります（物価スライド改定） 

◆申請方法…障害基礎年金受給者へは９月中には日本年金機構から 

緑の封筒に入った書類が届きます。 

              申請書に記入をして投函するだけです。 

              当然ですが申請をしなければ給付は受けられません。 

              また、年内に申請をすれば 10 月からの給付になりますが 

              来年 1 月になると、申請の翌月からになってしまうので 

              忘れずに申請をしましょう。 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  消費税が引き上がることでの経済的負担の軽減は、到底この給付金で足りるものではありません。

また、相変わらず心臓病者の年金支給停止の事例が聞こえてきています。停止になれば当然、この給

付金も受けられないですから、増税の負担とのダブルパンチになります。心臓病者の生活を守るため、

患者・障害者への所得保障制度と雇用保障の充実は、より急務な課題となっていきます。 

 

 

（文責：事務局長・下堂前亨） 

守る会事務局通信 

障害年金を受給している人は 

「障害年金生活者支援給付金」申請をしましょう 

＊富山県からの事例 

拡張型心筋症で補助人工心臓を装着して移植待機をしていて障害年金 1 級を受給していた患者（43 歳）が、装

着後 1 年経って申請したところ 2 級に降級になった。社会保険労務士に相談したところ、他にも、補助人工心臓を付

けて自宅待機の人たちがのきなみ 2 年目には 2 級に降級になっていて不服申し立てをしているそうです。 

〔補足〕 障害年金の心疾患認定基準では、人工心臓は装着後 1 年間は 1 級ですが、「、１～２年程度経過観察

したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級を再認定す

る。」となっています。そもそも、診断書の内容を総合的に判定できていない典型的なことが当たり前のようになってし

まっています！ 

NEWS 
移植待機患者の障害年金が降級に！ 



  



「保育料無償化」に合わせて障害児への施設等についても一部無償になります 

〔厚生労働省リーフレット〕 

（ホームページに詳しい内容が掲載されています） 


